
亘理町生涯学習支援人材バンク設置要綱 

 

(趣旨) 

第１条 この要綱は、亘理町生涯学習支援人材バンク (以下「人材バン

ク」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。 

(設置の目的) 

第２条 町民の多様な学習活動や社会参加活動を支援及び奨励するため、

その支援を行える者に関する情報を提供し、生涯学習の振興を図るこ

とを目的とする。 

(事業) 

第３条 人材バンクは、次に掲げる事業を行う。 

(1) 亘理町における生涯学習に必要な支援を行える者(以下「人材」

という。)の登録、変更及び取消しに関すること。 

(2) 人材情報の管理及び提供に関すること。 

(3) 人材の発掘に関すること。 

(4) その他人材バンクに関し必要なこと。 

(登録できる分野、対象及び資格) 

第４条 人材バンクに登録することができる分野は、別表のとおりとす

る。 

２ 人材バンクに登録できる者は、生涯学習について理解を有し、知識、

技能及び経験を地域社会に積極的に役立てようとする意欲のある個人

又は団体(以下「登録対象者」という。)とする。 

３ 政治活動、宗教活動又は営利を目的とする場合は、人材バンクに登

録することはできない。 

(登録) 

第５条 人材バンクに登録しようとする登録対象者は、個人にあっては

亘理町生涯学習支援人材バンク登録申請書（個人用）(様式第1号)を，

団体にあっては亘理町生涯学習支援人材バンク登録申請書(団体用)(様

式第２号)を教育長に提出しなければならない。 

２ 教育長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と

認めたときは、人材バンクに登録するものとする。 



 

３ 教育長は、人材バンクに登録することが適当と認める登録対象者が

あるときは、前2項の規定にかかわらず、あらかじめ当該登録対象者

の同意を得て、人材バンクに登録することができる。 

 

(登録の有効期間) 

第６条 登録の有効期間は、教育委員会が定める登録基準日(登録の有

効期間の初日をいう。)から３年とする。ただし、登録基準日以後に

有効期間の途中で登録された登録者にあっては、登録された日から当

該有効期間の末日までとする。 

 (登録の変更) 

第７条 人材バンクヘ登録した者又は団体(以下「登録者」という。)は、

その登録した内容に変更が生じたときは、速やかに、教育長に報告し

なければならない。 

(登録の取消し) 

第８条 教育長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、人

材バンクの登録を取り消すものとする。 

(1) 登録者から取り消しの申出があったとき。 

(2) 登録者がこの要綱の規定に違反したとき。 

(登録者の公表等) 

第９条 教育長は、登録者に係る次の情報を公表するものとする。ただ

し、登録者からの公表しない旨の申出その他公表することが適当でな

いと認めるときは、この限りでない。 

(1) 氏名及び住所 

(2) 連絡先 

(3) 支援の分野及び内容 

(4) その他教育長が必要と認める事項 

(人材バンクの利用) 

第１０条 人材バンクを利用することができる者は、町内に存する学校

及び町内に活動の拠点を有する町民団体等とする。ただし、教育長が

特に必要と認めるときは、この限りでない。 

２ 人材バンクを利用しようとする者（以下「利用者」という。」は、

利用しようとする日の１４日前までに亘理町生涯学習支援人材バンク



 

利用申込書(様式第３号)を教育長に提出しなければならない。ただし、

教育長が認めた場合は、この限りでない。 

３ 教育長は、前項の申込書を受理したときは、当該申込書を審査し、

人材バンクを利用することが適当と認めたときは、登録者を選定し、

速やかに利用者に連絡するものとする。 

４ 政治活動、宗教活動又は営利を目的として、人材バンクを利用する

ことはできない。 

 （経費） 

第１１条 登録者に係る謝礼、交通費、材料費その他登録者に係る費用

は、利用者の負担とする。 

 （傷害保険） 

第１２条 登録者及び利用者は、事業実施に伴い、危険が予想される場

合は、傷害保険等に自ら加入するものとする。 

 （事故） 

第１３条 事業実施に伴い発生した事故及び損害については、教育委員

会は責任を負わないものとする。 

 (人材バンクの利用の報告) 

第１４条 人材バンクを利用して事業を行った者は、事業が終了したと

きは、遅滞なく、亘理町生涯学習支援人材バンク利用報告書(様式第

４号)を教育長に提出しなければならない。 

(事業の主体及び事務局) 

第１５条 人材バンクの庶務は、教育委員会生涯学習課において処理す

る。 

(その他) 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、人材バンクに関し必要な事項

は、別に定める。 

附 則 

１ この告示は、平成２２年４月１日から施行する。 

２ 亘理町生涯教育人材銀行運営要綱(昭和５７年亘理町要綱第３号)は

廃止する。 

 


